
 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

【平成 19年 4月 13日（金） 衆議院】 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきであ

る。 

一 大都市地域における自動車排出窒素酸化物等による局地的な大気汚染に

より、環境基準が長期にわたり未達成であることから、早期にすべての地点

で環境基準が達成できるよう、自動車交通量の抑制を図るための有効な施

策の早期導入を検討すること。 

二 対策地域に流入する排出基準非適合車は、対策地域の周辺のみならず全

国各地より流入している現状を踏まえ、対策地域内を走行する排出基準非

適合車の走行抑制が効果的に行われるよう、容易に排出基準適合車である

か否かを確認できるステッカー制度等の早期導入を検討すること。 

三 重点対策地区の指定に当たっては、社会情勢、経済情勢の変化等により環

境基準の達成が危ぶまれる地域を幅広く積極的に指定していくよう適切な

助言を行うこと。 

四 重点対策計画の策定・実施に当たっては、交通流の円滑化対策、交通量の

抑制対策のみならず、交差点改良、道路拡幅、立体化、環境施設帯・植樹帯

の設置などの道路構造対策等、さらには都市構造の改善も含んだ抜本的、総

合的なものとするため、関係地方公共団体及び道路管理者等と緊密に連携

して実施するよう、都道府県知事に対し適切に助言すること。 

五 貨物自動車運送事業者に対策地域外から対策地域内への運送を行わせる

荷主等に対しては、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に積極的に努め

るよう、促すこと。また、都道府県知事は、特定建物の設置者に対して、そ

の維持及び運営に当たり、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制について

適正な配慮がなされることとなるよう、的確に要請等を行い、必要な場合に

は積極的に報告を求めるよう、都道府県知事に対して適切に助言すること。 

六 自動車走行量の抑制及び総量排出削減のための交通流対策や、道路構造

対策及び都市構造対策等の施策の推進に当たっては、地球温暖化の防止等

のための二酸化炭素の排出削減の観点も踏まえ、関係各省の連携の下で総

合的かつ抜本的な対策の実施に努めること。 

七 総量削減基本方針の改定に当たっては、既に実施されている施策の施行

状況が十分に点検・分析されていない状況等にかんがみ、地方公共団体、市

民団体及び貨物自動車運送業界等からの意見も踏まえ、関係者による実効

ある対策を実施することを促し、かつ、実施した施策の効果を十分に点検・
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検討することを促すものとなるよう創意工夫すること。 

八 国は、地方公共団体が条例において独自に実施している排出基準非適合

車の流入規制等の取組を十分尊重するとともに、地方公共団体が行う対策

に対し積極的な支援・協力を行うよう努めること。 

九 浮遊粒子状物質の中でも特に粒径の小さい、いわゆるＰＭ二・五について

は、健康影響が指摘され、既に諸外国において環境基準が設定されているこ

と等の状況を踏まえ、諸外国における科学的知見や基準の設定状況も参考

にしつつ、国内の健康影響に関する知見をとりまとめ、早期に環境基準の設

定を行うこと。 

十 「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査（そらプロジェクト）」の

着実な実施、かつ、その調査結果の速やかな評価・解明を図り、その結果に

基づき、必要な措置を速やかに講ずること。 




